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2024 年 6 月 1 日 

 

株券喪失登録（株券再発行）手続のご案内 
 

成田ヒルズカントリークラブ株式会社 
会 員課 

 

 

 株券再発行までにかかる手数料  

    株券失効登録手数料   １１，０００円 

再発行手数料      １１，０００円 

   合 計         ２２，０００円 

 

 

成田ヒルズカントリークラブ株式会社又は旧商号株式会社真里谷、株式会社グレンモア

（以下「会社」という） 発行の株券を喪失した場合、喪失登録及び再発行を受けるために

は、2004 年 4 月施行の改正商法（会社法）により制定された「株券失効制度」による「株

券喪失登録」の申請が必要です。 

 
 

１．株券喪失とは 

喪失とは盗難・紛失・焼失・滅失等により株券を失った場合で、詐欺・横領により失った

場合は含みません。 

 

 

２．株券喪失手続の概要 

株券喪失による、喪失申請・登録・無効の手続き概要は次のとおりです。 

１．株券喪失手続は、会社に対し「株券喪失登録申請書」及び所定の書類を提出していた

だきます。また、株券喪失登録申請には会社が定めた登録手数料が必要です。 

２．所定の書類提出及び手数料のお支払いが確認され次第、「株券喪失登録簿」に記録し、

株券喪失届出者に登録簿に登録されたことを通知いたします。 

３．喪失株券」は、株券喪失登録した日の翌日から１年を経過した日までに、会社に対し喪

失株券を所有する第三者から喪失株券を提出しての株券喪失登録異議申請されない限

り喪失株券は無効となります。 
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３．株券喪失登録の申請手続 

   株券喪失の申請をされる場合、次の手続をお願いいたします。 

 

●ご提出いただく書類 

  １．株券喪失登録申請書 （申請書の押印は届出印となります。 

届出印が不明の場合は「実印を捺印し印鑑証明書」を添付ください） 

２．株券の喪失を証する公的書面 （警察署や消防署が発行する「紛失届証明書・ 

盗難届証明書・焼失届証明書・罹災届証明書」等） 

３．陳 述 書 （２の公的書面が取得出来ない場合の喪失状況の説明書） 

 

株券失効登録申請は会社が定めた上記書類を、会社宛に書留郵便により送付ください。 

     

●申請に伴う手数料     株券失効登録手数料   １１，０００円 

 株券失効登録申請書等、所定の書類をご提出後にご請求書をお送り致します。請求書記

載額（株券失効登録料）を会社銀行口座（請求書に記載）にお支払いください。 

尚、株券失効登録手数料はいかなる場合でも返還いたしません。 

    

●株券喪失登録簿への記録と通知 

 所定の提出書類及び登録手数料のお支払いが確認された場合は、株券喪失登録簿へ 

記録されます。同申請者には登録簿に記録された旨を通知いたします。 

 

４．株券喪失登録と名義変更の停止 

  株券喪失登録がされた株券については、会社は株券喪失登録が抹消される日、又は、株

券喪失登録により当該株券の失効が確定となる日までは、株式名義変更は停止となり

ます。なお、株式名義変更には株券が必要です。 

 

５．株券発見による喪失登録の抹消 

  株券喪失申請者が喪失株券を発見された場合は、会社に対し「株券喪失登録抹消申請書」

を提出することにより、当該株券について株券喪失登録を抹消することができます。 

 

６．本書面に添付した書類 

①株券喪失登録申請書 

②陳述書 
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７．喪失株券の再発行手続 

  喪失株券の再発行は、同申請から 1年の間に第三者から株券喪失登録異議申請がない

場合「株券喪失登録再発行申請書」の提出により可能となります。 

尚、このご案内の手続は株主名簿に記載のある場合です。株券喪失申請者が株主名簿記載

の株主等と異なる場合はこの手続と異なります。 

 

●再発行の条件 

１．喪失株券を登録した日の翌日から１年を経過した日までに、会社に対し喪失株券 

を所有する第三者から喪失株券を提出しての株券喪失登録異議申請が成されない場

合、喪失株券の失効が確定し、会社より「株券失効確定通知書」、「株券再発行申請書」

を送付します。 

 

２.「喪失株券再発行申請書」を届け出ること 

 

３．年会費が完納されていること 

 

●再発行手数料    再発行手数料  １１，０００円 

ご請求及びお支払いは、株券の失効確定後となります。 

 

 

 

 

 

 
お問合せ及び異議申請、書類送付先  

 

〒270-1506   千葉県印旛郡栄町龍角寺 1236-3 

        成田ヒルズカントリークラブ株式会社 会員課 （株券喪失登録）宛   

              お問合せ：contact@naritahills.co.jp 



株券喪失登録申請書 
   年   月   日 

 

成田ヒルズカントリークラブ株式会社 御中 

 
下記の貴社株券を喪失しましたので、貴社所定の手数料を添えて株券喪失登録 

を申請します。 

記 
 

株券記載の商号 

(該当に○を) 
 ㈱真里谷・㈱グレンモア・成田ヒルズカントリークラブ 

株式の種類・喪失枚数 普通株式 喪失枚数     枚 

株 種 記 号 番 号 枚 株式名義人（いずれかに○） 

    株券       請求者・請求者以外（        ） 

    株券    請求者・請求者以外（        ） 

    株券    請求者・請求者以外（        ） 

    株券    請求者・請求者以外（        ） 

喪失の時期    年   月   日頃 

喪失の理由（該当に○を） １．紛失  ２．焼失  ３．盗難  ４． 

 

 

[請求者 ]  郵便番号   －    / 電話番号（    ）   ― 

住 所                              

     氏名又は 

法人名                               届出㊞ 

 

［ご注意］ご記入にあたっては、同封の「株券喪失に伴う手続き」をお読みのうえ、お手続きください。 

押印は届出印となります。不明の場合は実印を押印され、印鑑証明書を添付ください。 

 

社 

用 

欄 

受付№  登録簿記載      年   月   日 

受付日     年   月   日 株券無効日      年   月   日 

入金日     年   月   日 株券再発行      年   月   日 



平成 26年 7月 1日 

陳 述 書 

 

 

成田ヒルズカントリークラブ株式会社 御中 

 

 

[申請者] 

住 所 

 

                         

氏名又は法人名 

 

                     ㊞ 

 

   年   月   日 

 

この度の、株券喪失登録手続申請について紛失状況は次のとおりです。 

 

紛失した時期：       年   月   日頃 

紛失株券の内容：          ／   株券 

紛失株券の番号：     第      号 

紛失のいきさつ： 

 

 

 

 

 

 


